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 公益社団法人大日本農会農事功績表彰規程の運用について、下記のとおり定

める。 

 

記 

 

(農事功績表彰候補者の推薦) 

第１ 候補者の推薦は次により行う。 

１（１）大日本農会（以下、「本会」という）の会長（以下、「会長」という）

は、都道 府県知事、農業関係団体の長及び本会の各支会（以下、「支

会」という）の長（以下、「支会長」という）に対し、毎年度、別添の

大日本農会農事功績表彰規程（明治 27年 7 月制定、平成 17年 6月最

終改正。以下、「規程」という）第二条第五に定める緑白綬有功章の候

補者を推薦するよう依頼する。 

 （２）知事からの推薦者数は、各都道府県１名とする。ただし、大日本農会

の支会がある道県においては、支会長推薦分を含めて２名とすることが

できるものとし、その場合、部門が重複しないことを原則とする。 

 （３）農業関係団体の長及び支会長からの推薦者数は、それぞれ若干名とす

る。 

 （４）推薦に当たり、表彰事由に係る配偶者の貢献度が極めて高いことが農

業改良普及センター所長の意見書等により確認できる場合には、夫妻連

名の推薦をすることができる。 

 

２ 会長は、都道府県知事に対し、当該年度の 10年以前(平成 26年度の場合

は平成 16年度以前)に緑白綬有功章を受章した者のうち、規程第二条第三に

定める紫白綬有功章を授与することが相応しいと認められる者の推薦を依頼



する。 

 

３ 会長は、毎年度、本会の役員等（経験者を含む。以下同じ）のうちから、

本会活動上の功績に関し、規程第二条第四に定める紅白綬有功章及び紫白綬

有功章の候補者を推薦する。 

 

４ 会長は、各支会長に対し、毎年度、支会の役員等のうちから、支会活動上

の功績に関し、紅白綬有功章及び紫白綬有功章の候補者を推薦するよう依頼

する。   

 

５ １、２及び４により推薦を依頼された者は、毎年度、８月１５日までに、

会長に各有功章の候補者を推薦する。 

 

（各有功章の推薦基準） 

第２ 各有功章の推薦基準は次のとおりとする。 

１ 第１の１に基づく都道府県知事が推薦する緑白綬有功章候補者 

  農業改良の奨励または実行上顕著な功績をあげ、地域農業の発展に貢献す

るとともに、現に農業経営に従事し、相応の農業所得を得ている者とする。 

  この場合、指導的功労者よりも、農業実践の功労者を優先する。 

 

２ 第１の２に基づく都道府県知事が推薦する紫白綬有功章候補者 

 （１）緑白綬有功章受章後、原則として 10年以上が経過していること。 

 （２）緑白綬有功章受章後において、農事改良の奨励又は実行上、その功績

が特に顕著であると認められること。例えば、受章後において次のいず

れかに該当すること。 

ア 農業生産･流通販売面で引き続き技術改良や工夫を重ねるととも

に、当該技術等の普及に努め地域農業の指導的役割を果たしている

こと。 

イ 作物生産・経営の改良・発展のため、生産農家が自主的に集まっ

て相互に研鑽することを目的とする全国的または全県的な団体の長

として、その活動を積極的に主導し、顕著な功績が認められるこ

と。 

 

３ 第１の１に基づく農業関係団体の長が推薦する緑白綬有功章候補者 

 各団体の業務分野に応じて、それぞれ通知する。 

 



４ 第１の３及び４に基づく会長及び支会長が推薦する紅白綬有功章または紫

白綬有功章の候補者 

 （１）紅白綬有功章候補者は、本会または支会の活動に対する功績が顕著で

あると認められること。 

  （２）紫白綬有功章候補者は、本会または支会の活動に対する功績が特に顕

著であると認められること。 

 

(審査委員会) 

第３ 審査委員会の運営は次による。 

１ 会長は、第１により推薦があった各有功章候補者を厳正に審査するため、

毎年度、審査委員会を開催する。 

 

２ 審査委員会に対する候補者の審査の諮問は、会長が行なう。 

  会長は、特別な理由がない限り、候補者全員を審査委員会に諮問しなけれ

ばならない。 

 

３ 審査委員会は、緑白綬有功章候補者が複数名のグループである場合には、

規程第二条二の第一に定める名誉賞状の授与を会長に助言することができ

る。 

 

４ 審査委員会に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

 

(審査基準等) 

第４ 審査委員会は、各有功章候補者を審査するに当たり、次に示す基準を踏

まえるもの とする。 

１ 第１の１により都道府県知事、農業関係団体の長または支会長から推薦さ

れた緑白綬有功章の候補者にあっては、農業技術の研究・開発・普及、農業

経営の改善・発展及び地域農業の振興に対する功績が顕著と認められるこ

と。 

 

２ 第１の３により会長から推薦され、または第１の４により支会長から推薦

された紅白綬有功章の候補者にあっては、本会または支会の活動に対する功

績が顕著と認められること。 

 

３ 第１の２により都道府県知事から推薦された紫白綬有功章候補者にあって

は、農業技術の研究・開発・普及、農業経営の改善・発展及び地域農業の 



振興に対する功績が特に顕著と認められること。 

 

４ 第１の３または４により会長または支会長から推薦のあった紫白綬有功章

候補者については、本会の役員又は支会長等として、本会または支会の活動

に貢献し、その功績が特に顕著と認められること。 

 

 

（注：第１の２のカッコ内の年度は、この運用を適用する年度及びその１０年

前の年度に読み替えるものとする。） 


